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企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
十
九
条
の
九
第
五
項
に
規
定
す
る
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
開
示
基
準
を
指
定
す
る
件
（
令
和
八
年
金
融
庁
告
示
第
三
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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リ
テ
ィ
情
報
の
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す
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務
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計
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関
す
る
基
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っ
て
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